
松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

休日当直医

7/07(日)

7/14(日)

7/21(日)

7/28(日)

8/04(日)

たけだ石油（元町） 

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

久松石油（越前町）

カネニ石油（旭町）

たけだ石油（元町） 

日曜営業ガソリンスタンド 市民の動き 令和6年5月31日現在

7/07(日)

7/14(日)

7/15(祝)

7/21(日)

7/28(日)

8/04(日)

「いのちの電話」相談電話 ひとりで悩まないで、こころの苦しみを、お話しください。

あなたがつらいとき、近くにいます。

高知いのちの電話協会
☎ 088－824－6300
毎日9時から21時まで

ステキな花束のプレゼント
　６月３日、学校法人しみず幼稚園の園児から「いつもお仕事ご苦労様です。こ
れからもがんばってください」とあいさつがあり、色とりどりの花束をいただき
ました。
　感謝の言葉と心のこもったプレゼントをいただき、本当にありがとうございま
した。

総　数

男

女

出　生

死　亡

転　入

転　出

世帯数

11,737人

5,567人

6,170人

1人

26人

18人

24人

6,794世帯

前月比

－31人

－19人

－12人

－2人

4人

－28人

－11人

－21世帯
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健康推進課介護保険係からのお知らせ　【申し込み・問い合わせ先】℡82-1254

　土佐清水市では、居宅介護サービス（一部除く）を利用する方の負担軽減を図るため、市独自の施策として利用料の助成を行っています。

　65歳以上の方（第1号被保険者）の介護保険料額は、土佐清水市の介護保険の運営にかかる費用の総額（利用者負担分を除く）のうち、第1号被
保険者が負担する割合（23％）に応じて決定しています。令和6年度は介護保険料の見直しの年度ですが、土佐清水市の基準額（月額4,850円）は
据え置きとなり、保険料段階は国準拠で9段階から13段階へ変更となりました。

※合計所得とは：令和５年１月から令和５年１２月までに税の対象となる収入に対する所得のことです。

・土佐清水市に住所を有し現に居住している第1号被保険者及び第2号被保険者
・市民税非課税世帯（保険料段階が第1段階および第2段階・第3段階）
・本人の収入年額が100万円未満の方　　　　　　　
・申請をおこなう時点において介護保険料を1年以上滞納している者または保険給付の制限の対象者は除く
　※生活保護受給者を除く。
　※保険給付の事由が、第三者の不法行為に起因して生じたものである場合は助成対象外とする。

助成対象者（次の全てに該当し、下記の助成対象サービスを利用する方）

・訪問介護・（介護予防）訪問入浴介護・（介護予防）訪問看護・（介護予防）訪問リハビリ・通所介護・（介護予防）通所リハビリ・（介護予
防）福祉用具貸与・（介護予防）短期入所生活介護・（介護予防）短期入所療養介護・（介護予防）居宅療養管理指導・（介護予防）小規模多機
能型居宅介護・（介護予防）認知症対応型通所介護・第1号訪問事業・第1号通所事業・介護予防生活支援員派遣事業・地域密着型通所介護

助成対象サービス

◎保険対象サービスに係る利用者負担額の10分の5
　（利用者負担額が通常10％のところ、5％の負担でご利用いただけます）
※助成割合の10分の5は社会福祉法人等による利用者負担額軽減を含む。

助成割合

①申請書を健康推進課介護保険係（10番窓口）に提出してください。（郵送可）
②申請者及び世帯の課税状況等を調査後、決定通知書（認定証※）を発行します。　※認定の場合

認定方法

世帯全員が市民税非課税者で

本人が市民税非課税者で、同一世帯に
市民税課税者がいる方のうち

第４段階 本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が８０万円以下の方 ５２,３８０円
本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が８０万円超の方第５段階 ５８,２００円

本人が市民税課税者の方のうち

第６段階 合計所得金額が１２０万円未満の方 ６９,８４０円

第８段階 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方 ８７,３００円
第９段階 合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満の方 ９８,９４０円

合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方第７段階 ７５,６６０円

第10段階 合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満の方 １１０，５８０円
第11段階 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満の方 １２２，２２０円
第12段階 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満の方 １３３，８６０円
第13段階 合計所得金額が７２０万円以上の方 １３９，６８０円

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者、および世帯全員が市民税非課税者で本人の
合計所得金額と課税年金収入の合計が８０万円以下の方第１段階 １６，５９０円

（軽減の適用あり）

第２段階 本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が８０万円超１２０万円以下の方 ２８，２３０円
（軽減の適用あり）

第３段階 本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が１２０万円超の方 ３９，８７０円
（軽減の適用あり）

区　分　内　容段階 年　額
令和６年度（令和６年４月から令和７年３月まで）の介護保険料

【保険料の納め方】
◆特別徴収
　年額18万円以上の年金を受給している方が対象です。
　保険料は年金から天引きされます。7月中旬までに通知書を送付します。
◆普通徴収
　特別徴収の対象とならない方が対象です。7月中旬までに介護保険料納付書《令和６年7月（第1期）から令和7年2月（第8期）》を送付しますので、
　納期限日までに納めてください。
　※年度途中で65歳になったなどの理由で、本来、特別徴収となる方でも、一時的に納付書で納める場合があります。納付書が届いた方は、納め
　　忘れにご注意ください。

令和6年度介護保険料額の決定通知書を送付します（介護保険料納入通知書）

介護保険利用者負担額を土佐清水市が助成しています

～65歳以上の方へ～

※認定証の有効期限は、申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。

◆現在、助成対象となっており、8月からも引き続き助成を希望される方等は、7月31日までに申請書の提出をお願いします。
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　地方税法施行令の改正に伴い、令和6年度より課税限度額及び
軽減判定所得基準額が下表のとおり変更になりました。

※支援金分の課税限度額が22万円から24万円に上がりました。
　ただし、医療分の課税限度額は65万円、介護分の課税限度額は
　17万円に据え置きです。

皆さん「事業承継」の準備は進んでいますか？
【経営者の皆さん、60歳になったら準備を!】

　事業承継の取組は、後継者の育成も含めると５年から10年か

かると言われており、早期かつ計画的な取り組みが必要です。経

営者の皆さん、60歳を過ぎたら準備を始めましょう。

　まずは、事業承継に関する公的な無料相談窓口である高知県事

業承継・引継ぎ支援センターやお取引金融機関、顧問税理士等に

ご相談ください。

　専門家のサポートを受けながら、県の補助金や融資制度等の支

援制度を活用し、徐々に事業を引き継いでいくことをお勧めしま

す。

【事業の拡大を目指す経営者の皆さん、起業・創業を希望される皆さん】

　中山間地域で経済や雇用を支えている、地域に必要な事業を引

き継いでみませんか？

　高知県では令和５年度から新たに、事業承継（Ｍ＆Ａ）の買い手

の方に向けて、中山間地域で地域に必要と認められる事業を引継

ぐ際の、事業の買収に係る費用と、承継後の取組に係る費用を支

援する補助金をスタートしました。

　補助金を利用することで、費用負担を抑えて事業を引継ぐこと

ができますので、活用をご検討される方は、高知県事業承継・引継

ぎ支援センター又は高知県経営支援課へご相談ください。

①課税限度額

合計

104万円

106万円

介護分

17万円

17万円

支援金分

22万円

24万円

医療分

65万円

65万円

変更前

変更後

※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金収
　入が125万円（65歳未満の方は60万円）を超える方を指します。
※｛10万円×(給与所得者等の数－1)｝の部分は、給与所得者等が
　2人以上の場合に適用します。
※判定は、4月1日（年度途中の加入世帯はその加入日）時点の世
　帯の加入者数を用います。
※加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医
　療制度に移行した方も含みます。

　国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主宛てに、国民健康保
険税納税通知書を発送します。
　通知書が届きましたら、お支払い方法や納付期限等をご確認の
うえ、期限内の納付をお願いします。

【問い合わせ先】
【○課税内容に関すること ⇒ 税務課市民税係　℡82-1129（直通）    
【○支払い方法･口座振替に関すること  ⇒ 税務課収納推進室 　 
【　℡87-9135（直通） 

43万円＋｛10万円
×（給与所得者等
の数－1）｝以下

43万円＋（29万円
×加入者数）＋
｛10万円×（給与
所得者等の数－
1）｝以下

43万円＋（53.5万
円×加入者数）＋
｛10万円×（給与
所得者等の数－
1）｝以下

変更無し

43万円＋（29.5万
円×加入者数）＋
｛10万円×（給与
所得者等の数－
1）｝以下

43万円＋（54.5万
円×加入者数）＋
｛10万円×（給与
所得者等の数－
1）｝以下

②軽減判定所得基準額

2割軽減5割軽減7割軽減

変更前

変更後

＊国民健康保険税:納税通知書を7月上旬に発送します。

＊令和6年度 国民健康保険税の改正について

 ○県の補助金、融資制度については下記をご覧く

　ださい

【高知県経営支援課ホームページ】

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/2022111800018.html

【事業承継に関する無料相談窓口】

高知県事業承継・引継ぎ支援センター　TEL：088-802-6002

〒780-0870 高知市本町4-1-32（こうち勤労センター４階）

【補助金・融資制度についての問い合わせ先】

高知県商工労働部経営支援課（事業承継・診断担当）

TEL：088-823-9697

E-mail：150401@ken.pref.kochi.lg.jp

市制70周年記念事業　しみずの建築の魅力再発見ツアー

7月28日(日)　９時～１５時（荒天の場合は8/24（土）延期予定）
集合場所：土佐清水市役所駐車場（受付 8時30分〜8時50分）　 

建築ツアー　参加者募集!!
地元土佐清水の名建築を、ガイドと巡るツアーを開催します。
記憶のなかにある学校建築や観光地建築は、どのような時代を背負って計画されたの
でしょうか。
そして、わたしたちのライフストーリーにどう影響してきたのでしょうか。それぞれ
の物語をひもとき、しみずの建築の魅力を再発見しませんか？

-見学先-
旧大津小学校（木造／1962）、旧幡陽小学校（RC造／1965）

海のギャラリー（RC造／1966）、清水高校格技館（木造／1995）
清水小学校（RC造／2016）

旧幡陽小学校（RC造／1965）

旧大津小学校（木造／1962）

-募集概要-
 対象：どなたでも
 （小学生以下は保護者同伴）
 定員：30名
 参加費：1,500円
 （昼食代及び保険代を含みます）
-申込方法-　申込締切　7/19まで
電話またはWEBフォームで以下の内容をお申込みください。

 お名前、同伴者氏名、年代、市内外
 連絡先（電話／メール）、
 見学サポート要否（筆談、移動配慮等）
【問い合わせ先】
【生涯学習課 ℡82-1257・87-9133
【syougai@city.tosashimizu.lg.jp

QRコード
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令和6年度 後期高齢者医療制度の保険料について

後期高齢者（75歳以上）の方の『訪問調査』を実施します。
   土佐清水市では、フレイル（虚弱）予防、改善に向けた取り組み
として、健診、医療、介護サービス等の利用がない方、糖尿病、高血
圧症で服薬を中断されている方を対象に適切な医療、健診、サー
ビス等につなげるため、訪問調査を実施します。 
　加齢に伴い心身の機能が低下するフレイルは「健康」と「要介護
状態」の間の段階であり、フレイルをいかに予防、改善できるか
が、健康寿命を延ばしていくことにつながります。
　対象となられた方には、市役所健康推進課職員（保健師、看護
師、管理栄養士）が訪問させていただきます。  
※調査内容については、保健事業のデータとして活用し、必要に
　応じて医療機関、土佐清水市地域包括支援センター等と情報共
　有させていただきます。

【問い合わせ先】 健康推進課 保健指導係 ℡82-1121 担当 和泉

＜令和6年度は激変緩和措置があります＞
・所得割率
　総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万
　円以下の方は、令和6年度の所得割率は10.01％です。
・年間保険料
　令和6年度の１人あたりの年間保険料の上限額は73万円です。
　ただし令和6年4月1日以降に75歳に到達し、後期高齢者医療
　制度の被保険者となられた方の年間保険料の上限額は80万円
　です。

【問い合わせ先】市民課国保係 ℡82-1108

【問い合わせ先】市民課国保係  ℡ 82-1108

身近な11の人権課題について（第25回）
子どもの人権について

　県教委がまとめたところによると、児童生徒の問題行動や不
登校に関する2022年度の調査で、いじめの認知件数が3,749件
で前年度比77件増加し、児童生徒1,000人当たり57.2件で過去
最多を更新、全国平均の53.3件をも上回ったとの調査結果が示
されました。
　いじめは、子どもたちの成長過程において早い段階で直面す
る人権問題と言えると思います。大人の側から見ると、いじめ
の方法は最初のうちは、仲間外れや無視といったささいなもの
であっても、放置しておくといじめの方法がエスカレートした
り、第三者に相談することでさらに陰湿化したりと、一旦「いじ
められる側」に立った子どもにとって、先の見えない暗闇に突
き落とされたような気持ちになるのではないでしょうか。
　いじめは明確な人権侵害であり、子ども同士でも許されるこ
とではありません。人格形成にも悪影響を与え、いじめられた
側の心に暗い影を落とす一方で、いじめた側はいじめたことそ
のものを忘れていきます。
　私たち皆が、「自分がされて嫌なことは他人にしない」という
気持ちでいることが、いじめをなくしていくひとつの方法だと
思います。
　しかし、それでもまだ、知らず知らずのうちに、他人に嫌な思
いをさせたり、またそのこと自体に気づかなかったりするかも
しれません。
　今後も、時折立ち止まって、自分自身の行動を振り返る機会
を持ちたいものです。

【問い合わせ先】 じんけん課 ℡82-1124

◆保険料の計算方法
　　1年間の保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、所得
　に応じて負担する所得割額を合計して個人ごとに算定されます。

・賦課基準額とは、総所得金額等（被保険者の前年中の収入額か
　ら各種控除や必要経費を除いた所得の合計額）から基礎控除額
　（43万円）を差し引いた金額です。

１人あたりの年間保険料
（上限80万円） ＝ ＋

所得割額
賦課基準額×10.78％

被保険者均等割額
56,000円

◆被保険者均等割額軽減対象者の基準が広がります
　被保険者均等割額は、同一世帯内の世帯主と被保険者の総所得
金額等の合計が、下記を満たす場合に軽減される仕組みとなって
います。5割・2割軽減対象者の基準が広がりました。

※総所得金額等の合計額とは、前年中の収入額から各種控除や必 
　要経費を除いた所得の合計額です。
　給与・年金所得者数とは、給与収入が55万円を超える又は公的
　年金等収入が125万円（65歳未満の方は60万円）を超える世帯
　主及び被保険者の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合
　に適用します。

軽減の
割合

軽減後の
被保険者均等割額

同一世帯内の世帯主と被保険者の総所得金額等の合計額（※）

改正前（令和5年度） 改正後（令和6年度以降）

7割 16,800円 43万円＋10万円×(給与・
年金所得者数※－１)以下 変更無し

軽減無し 56,000円 上記以外の方 変更無し

5割 28,000円
43万円＋10万円×(給与・
年金所得者数※－１)＋
(29万円×被保険者数）以下

43万円＋10万円×(給与・
年金所得者数※－１)＋
(29.5万円×被保険者数）以下

2割 44,800円
43万円＋10万円×(給与・
年金所得者数※－１)＋
(53.5万円×被保険者数）以下

43万円＋10万円×(給与・
年金所得者数※－１)＋
(54.5万円×被保険者数）以下

令和6年度の後期高齢者医療保険料のお知らせは７月上旬、新し
い被保険者証は７月下旬に、それぞれ緑色の封筒で送付します。

◆国民健康保険被保険証の発送について

◆社会保険等加入による国民健康保険喪失の届出について

●発送予定時期：７月下旬

社会保険に加入する予定がある方は、受診前に窓口で相談しましょう。

新しい保険証は【青色】で、
【ピンク色】の封筒で送付します

　新しい保険証が届いたら、住所・氏名など記載してある内容を
確認し、ご自身で差し替えをお願いします。期限切れの保険証は
市民課国保係または各市民センターまで返却していただくか、ご
自身の責任で破棄してください。

　国民健康保険から、社会保険等の国民健康保険以外の医療保険
に加入される場合には、ご自身で国民健康保険を喪失する手続き
をしなければいけません。
　下記の手続きに必要なものをご持参の上、市民課国保係（①番
窓口）または各市民センターで手続きをお願いします。
【手続きに必要なもの】
・加入した新しい社会保険等の保険証（扶養家族分も含む）、また
　は社会保険等の資格取得証明書
・それまで使っていた国民健康保険の保険証（切り替えた全員分も含む）
・窓口に手続きに来る方の本人確認書類（※）
※お手続きの際には本人確認書類が必要です。官公署が発行した
　写真付きの身分証明書（運転免許証・マイナンバーカードなど）
　であれば１点、写真の付いていない身分証明書（健康保険証・年
　金手帳など）であれば２点を持参してください。
【注意】
・医療保険が変更になったあと国民健康保険の喪失の手続きを
　しない場合は、国民健康保険と社会保険の保険料（税）の二重支
　払いをすることになってしまいます。
・国民健康保険の保険証が使用できるのは社会保険等加入日の前
　日までで、社会保険等の保険証を勤務先からもらった日ではあり
　ません。
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じんけん課からのお知らせ　℡ 82-1124 市民課 住民年金係からのお知らせ　℡ 82－1107

　高知県では毎年7月10日～20日を「部落差別をなくする運動」
強調旬間と定めています。

改めて

について考えてみませんか

同和問題（部落差別）

同和問題とは
　日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本
国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状
態を強いられ、今なお日常生活の上で様々な差別を受けるな
ど、我が国固有の人権問題です。
　同和問題を正しく理解し、一人一人の人権が尊重される社会
の実現をめざしましょう。

同和問題（部落差別）に関する様々な人権問題が今なお起きて
います。

事例１　結婚・就職等における差別
　同和地区出身であることなどを理由に結
婚に反対されたり、就職等において不利な取
扱いを受けるなどの事案が発生しています。

事例２　差別落書き等
　同和問題に関する差別的な落書きがされたり、ビラがまかれ
るといった事案が発生しています。
　特に近年は、インターネット上で、不当な
差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定
の地域を同和地区であると指摘するなどの
事案が発生しています。インターネット上
の情報は、一度拡散してしまうと完全に削
除されることが難しいため、問題となって
います。

事例３　差別につながる身元調査等
　出身地を調べたり、特定の地区が同和地
区かどうか調査したりするなどの事案が発
生しています。こうした調査は、不当な差別
的取扱いにつながりかねないものです。

事例４　えせ同和行為
　「えせ同和行為」は、同和問題を口実に、企業や行政機関などへ
不当な圧力をかけ、高額な本を売りつけた
り、寄附金を強要するなどの行為です。
　こうした行為は、同和地区出身者等に対
する偏見を助長し、同和問題の解決を阻む
大きな要因となっています。

１日本年金機構幡多年金事務所による出張年金相談（※要予約）
　【7月の年金相談】日時：7月09日（火）９時３０分～１５時（昼休みを除く）
　【8月の年金相談】日時：8月13日（火）９時３０分～１５時（昼休みを除く）

　※年金相談は毎月第２火曜日です。
　○場所：土佐清水市役所
　○相談当日の窓口：市民課住民年金係
　☆予約申込は、幡多年金事務所　【℡０８８０－３４－１６１６】へ
　　　　　　　　　　　　　　　  音声案内　１ ⇒ ２
　お待たせ時間を短縮するために、事前予約受付にしています。
　※当日の窓口受け付けはできません。
　【年金相談に必要なもの】
　  ①年金手帳や年金証書
　  ②定期便の相談であれば、送られてきた書類一式
　  ③代理の場合は年金相談専用の委任状（家族であっても必要
　 　です）が当日必要となります。専用の様式は幡多年金事務
　 　所または市役所市民課にありますので、事前にご準備くださ
　 　い。また、代理人の本人確認ができるもの（免許証など）が必
　 　要です。

２幡多年金事務所（四万十市）での年金相談（※要予約）
　【幡多年金事務所　住所：四万十市中村東町2-4-10】
　☆予約申込は、
　●前日まで　ねんきんダイヤル【℡０５７０－０５－４８９０】へ
　●当　　日　幡多年金事務所　【℡０８８０－３４－１６１６】
　　　　　　　　　　　　　　　 音声案内　１ ⇒ ２　
　☆予約相談希望日の１か月前から当日まで受付しています。
　　ご予約の際は、基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書
　　をご準備ください。
　　予約相談の実施時間帯は、
　●月　曜　日　　９時～１８時
　●火～金曜日　　９時～１６時
　●第２土曜日　１０時～１５時

●●年金相談のお知らせ●●

●国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々400円）を納
　めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、年金受給額が
　増えます。
●付加年金の年金額は、【200円×付加保険料納付月数】となります。
◎お手続き
　・市役所市民課、各市民センターまたは年金事務所に備え付
　　けの用紙に、必要事項を記入しご提出ください。

◎付加保険料を納める際の留意点
　・付加保険料の納期限は、翌月末日と定められています。（月
　　末が土・日・休日等に当たる場合及び年末の納期限は、翌月
　　最初の金融機関等の営業日となります。）
　・納付期限を経過した場合でも、期限から２年間は納めるこ
　　とができます。
　・国民年金基金に加入している方は、この制度はご利用でき
　　ません。
【問い合わせ先】
【市民課 住民年金係　℡ 82-1107
【幡多年金事務所　住所：四万十市中村東町2-4-10　℡0880-34-1616

国民年金付加年金制度

◎付加保険料の納め方

　後日送付される付加保険料込みの納付書で、お近くの金融
機関やコンビニエンスストア等で納めて下さい。

月々の保険料を納付書で納める場合

　後日送付される付加保険料の納付書で、お近くの金融機関
やコンビニエンスストア等で納めて下さい。

国民年金保険料を前納で納付済みの場合

　ご指定の口座から、付加保険料込みの金額が引き落としさ
れます。
　ただし、金融機関等への手続きの関係で、お申し込み後１か
月から２か月は付加保険料の納付書で、お近くの金融機関や
コンビニエンスストア等で納めて頂く場合もございます。

月々の保険料を口座振替（及びクレジット）で納める場合

弁護士無料相談
　家庭や職場・地域などで困っていることや心配ごとがありま
したら、一人で悩まずにご相談ください。

■時　　間：10時～12時　※1人30分以内です。
■開催場所：中央公民館２階会議室
■同じ内容の相談は１回限りです。また、担当弁護士が既に相手方
　の相談を受けている場合は、相談を受けることができません。

次回相談日
8月 8日（木）

予約受付開始日
7月 8日（月）

偶数月
第２木曜日

事前予約が
必要です

　保育関係の仕事に就きたいと考えている方は、資格をお持ち
でない方も勤務することができますので、下記までお問い合わ
せください。
【募集職種】
【保育士（フルタイム・パート）※保育士補助員の場合は資格なし
【でも可。
【問い合わせ先】こども未来課幼保支援係　℡87-9011

保育所で会計年度任用職員を募集しています
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人権啓発講演会
「部落差別をなくする運動」強調旬間記念事業

「 ネット人権侵害と部落差別の現実
～『寝た子』はネットで起こされる！？～」

消費生活相談員の登録者募集
　高知県では、県内の消費生活センターや消費生活相談窓口で

の就業を希望する方の登録や、採用を希望する県内各自治体へ

の情報提供を行う「消費生活相談員人材バンク」を設置し、登

録者を募集しています。

　詳しくは高知県県民生活課ホームページをご覧いただくか、

直接お問い合わせください。

【問い合わせ先】

　高知県文化生活部県民生活課

　TEL 088-823-9653

　メール　141601@ken.pref.kochi.lg.jp
県民生活課
ホームページ高知

【講演内容】
　2016年12月、「部落差別解消推進法」が成立・施行され
ました。その背景には、インターネットやＳＮＳを悪用し
た差別の悪化・深刻化があります。爆発的に拡散され続け
るデマや偏見。「部落地名総鑑」がネット上に公開され、
部落と部落出身者を「暴き」「晒し」続ける差別扇動が起き
ています。
　もう、「寝た子」を起こすな論は通用しない。無知・無理解・
無関心な人ほど、デマ・偏見を鵜呑みにし、差別情報を無自
覚に拡散しています。全国水平社創立から100年を迎えた
今、差別の現実とネット対策、差別禁止法、人権教育・人権
研修のあり方などについて考えます。

【プロフィール】
　1978年　愛媛県宇和島市の被差別部落に生まれる。
　中学時代、同和教育に本気で取り組む教員との出会いか
ら解放運動に取り組むようになる。大阪の大学を卒業後、

（社）部落解放・人権研究所、（社）大阪市新大阪人権協会を
経て、2005年より山口県人権啓発センター事務局長。

■ 日 時　7月１2日（金）１４時～１５時４０分（開場１３時３０分）
■ 会 場　土佐清水市立市民文化会館　　
■ 主 催   土佐清水市
■ 共 催　 土佐清水市教育委員会・土佐清水市立清水中学校

【問い合わせ先】　じんけん課　℡ ８２－１１２４

講師 ：川口　泰司　氏
（一社）山口県人権啓発センター事務局長

かわぐち やすし

入場無料
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d aienkai
恋活キャンプ

キャンプ飯体験

ゲ
ー

ム
や会話を楽しみま

し
ょ

う
♪

焚火体験

090-4515-9017(久保)

男性 女性参加費 6,000円 4,000円

主催 :いそあらし

i s oaras i@gma i l . comお申込先
●いそあらし

スケジュール

28日

29日

17:00　受付

17:30　自己紹介

18:00　キャンプ飯

20:00　焚火体験

21:00　終了

08:00　朝食

10:00　解散

●土佐清水市企画財政課
k ikaku - lg@c i ty . tosash im izu . lg . j p

◎参加希望の方は下記までお願いします。
◎前日・当日にキャンセルされた場合は、参加費全額の
　キャンセル料をいただきますのでご了承ください。
◎募集人数を超える応募があった場合は、抽選とさせて
　いただきます。
　募集期間終了後、結果をご連絡いたします。 

日時:９月28日(土) 17:00 ～ 29日(日) 10:00終了

場所:スノーピーク土佐清水キャンプフィールド

募集:20～45歳の独身男女　各15名(応募者多数の場合は抽選) 

男女とも市内外は問いません。募集期間:7月5日～9月10日　 

共催 :スノーピーク土佐清水
　　 :キャンプフィールド

後援 :土佐清水市

氏名、年齢、性別、住所、職業、電話番号をご記入の上、
お申し込みください。

●女性は住箱にシングル泊、
　男性はキャンプテント泊。

●シャワー室 (24時間 )、
　浴室 (22時まで )あります。

令和6年度 就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験のお知らせ
　就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験（以下「認定
試験」という。）は、病気などやむを得ない事由により、保護者が義
務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子（以下
「就学義務猶予免除者」という。）等について、中学校を卒業した者
と同等以上の学力があるかどうかを認定するために国が行う試
験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与えられます。
　令和6年度の認定試験は下記のとおり実施されます。

高知県パスポート取得応援キャンペーン
　対象期間内にパスポートを新規取得または更新された方、対象
路線に搭乗し海外旅行をされた方にそれぞれ5千円分のQUOカ
ードPayをプレゼントする「パスポート取得応援キャンペーン」を
実施しています。
　高知県在住の方で、令和6年5月1日から令和７年1月31日まで
のキャンペーン期間内にパスポートを新規取得または更新した
方に5千円分、高知－台湾線に搭乗した方または、高知－名古屋（
中部）線もしくは高知－成田線を乗り継いで国際線に搭乗した方
に5千円分、両方を満たした方に1万円分のQUOカードPayをプ
レゼントします。
　キャンペーン期間は令和7年1月31日までですが、予算に達し
次第終了となりますのでお早めにお申し込みください。
　キャンペーンの詳しい内容については、特設サイトURL
（https://kochi-passport.jp）をご覧ください。
【問い合わせ先】　　　　　　　
高知県総合企画部交通運輸政策課　　　
担当：中山　　　　　　　　　　　　　
TEL：088-823-9341　FAX：088-823-9526

１出願期間：7月1日（月）～8月30日（金）
２出 願 先：文部科学省
３実 施 日：10月17日（木）
４試 験 場：高知県教育センター（高知市大津乙181番地）
【問い合わせ先】
【土佐清水市教育委員会　こども未来課　℡82-1116 【担当】宮上
【高知県教育委員会事務局小中学校課　℡088-821-4735 【担当】河野
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各種がん検診・特定健診等健診
✿セット健診

✿個別検診

胃がん
（バリウム）

会場日程

中央公民館
（市役所敷地内）

中央公民館
（市役所敷地内）

8：00～9：00

17：45～18：30

予約制

予約制

8：00～10：00
7/27
（土）

8/2
（金）

受付時間 受付時間

特定健診等 子宮頸がん

08：30～11：00

18：00～19：00

受付時間 受付時間

胸部健診
（肺がん・結核）

※市が実施する胃内視鏡検査を受けた翌年度は胃がん検診（バリウム検診を含む）を受診できません。

【申し込み・問い合わせ先】
健康推進課保健推進係　℡ 82-1121

～特定健診・後期高齢者健診～

特　定　健　診特　定　健　診特　定　健　診【対象者】40～74歳の国民健康保険加入者

後期高齢者健診後期高齢者健診後期高齢者健診【対象者】後期高齢者医療加入者（生活習慣病で通院中の方は除く）

【健診内容】問診・身体計測・診察・血液検査・尿検査・血圧測定など

医療機関名

渭南病院

松谷病院

医療機関名

足摺病院

あしずり岬診療所

電話番号

82-1151

82-0001

種類

乳がん検診

子宮頸がん検診

胃がん検診

対象（令和7年3月31日時点）

40歳以上の偶数年齢の女性

20歳以上の偶数年齢の女性

50歳以上の偶数年齢の男女

受診料金

1，000円

1，000円

3，300円

検査項目

マンモグラフィ（乳房エックス線検査）

視診+内診+子宮頸部の細胞診検査

胃内視鏡検査

受診間隔

2年に1回

都合に合わせて受診できる「個別健診（医療機関での受診）」も是非ご利用ください！

乳がん

受付時間

令和６年度　各種がん検診の申し込みは、お済みですか？
　各種がん検診対象者全員に「各種がん検診申込書」を個別送付しています。
　まだ、申込書を提出されていない方は、同封の返信用封筒にて早めに提出をお願いします。
　この申し込みにより、令和６年度の検診日前に問診票を兼ねた受診票を送付いたします。
　※申込書を紛失した場合は、電話での申し込みができますのでお問い合わせください。

☆令和6年度より、「若年健診」がスタートしました！
　年度内に20歳～39歳になる方は、特定健診と同じ内容の健診が受けられます。
　仕事終わりに、ナイト検診（8月2日実施予定）を受診してみませんか？
　※医療機関での受診はできません。

※胃がん検診を受診される方は、着替えのいらない（ボタン、金属、ファスナー、蛍光プリント等のない）衣服でお越しください。
※子宮頸がん・乳がんは予約制です。受診票に記載された時間にお越しください。

✿集団検診

※乳がん検診・子宮頸がん検診は、検診あたりに定員があるため予約制となっています。

種類

胃がん検診（バリウム）

大腸がん検診

胸部健診

（肺がん・結核）

乳がん検診

子宮頸がん検診

特定（後期高齢者）健診

若年健診

対象（令和7年3月31日時点）

40歳以上の男女

40歳以上の男女

40歳～64歳の男女

65歳以上の男女

40歳以上偶数年齢の女性

20歳以上偶数年齢の女性

40歳以上の国保・後期高齢者医療の加入者

20歳～39歳

受診料金

1,000円

300円

300円

無料

800円

800円

無料

無料

検査項目

胃部エックス線検査

便潜血検査2日法（検便検査）

胸部エックス線検査

予約制／マンモグラフィ（乳房エックス線検査）

予約制／視診+内診+子宮頸部の細胞診検査

血液検査＋医師の診察等

血液検査＋医師の診察等

受診間隔

1年に1回

1年に1回

1年に1回

2年に1回

2年に1回

1年に1回

1年に1回

●個別検診では、指定の医療機関（病院）で市の発行する受診券を使用して、都合の良い日程で受診していただけます。

●ご希望の方は、電話等で健康推進課 保健推進係までお申込みください。 

＜幡多管内の受診可能医療機関＞

　乳 が ん 検 診：幡多健診センターのみ

　子宮頸がん検診：菊地産婦人科医院・幡多けんみん病院・幡多健診センター 

　胃 が ん 検 診：あしずり岬診療所・竹本病院・中村クリニック・大方クリニック

　※その他の県内の指定医療機関でも受診できます。

電話番号

82-1275

87-9100

医療機関名

かずクリニック

電話番号

83-0020

ナイト検診
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健康推進課保険推進係からのお知らせ　℡82-1121

☆献血バスがやってきます☆☆献血バスがやってきます☆

400mL献血にご協力をお願いします400mL献血にご協力をお願いします
☆献血バスがやってきます☆

400mL献血にご協力をお願いします

※なお、65歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、
　60歳～64歳の間に献血のご経験がある方に限らせていただき
　ます。

「400mL献血」

女性

男性

年齢

17歳～69歳

18歳～69歳

体重

50kg以上

～ぜひ献血会場へお越しください！～

実施日

7月25日（木）

実施場所

市役所

実施時間

12:30～16:45

小児生活習慣病予防健診を実施します小児生活習慣病予防健診を実施します小児生活習慣病予防健診を実施します
　現在、「生活習慣病」は、大人だけでなく、子どもにも増加してい

ます。また、やせや貧血なども見られ、生活習慣病は子どもの時か

ら始まっています。

　生活習慣病の原因の多くは食事・運動・休養などの生活習慣が

深く関係しており、過食・偏食や運動不足、夜型生活リズムなどの

生活習慣は大人になっても続き、年齢が上がるにつれ、改善は難

しくなります。

　そこで、少しでも早い時期からお子様の体のなかの状態を知

り、お子様と一緒にご家族で生活習慣の改善に取り組めるよう健

診を実施するものです。

健診前　　

　●問診（生活習慣調査）　

　●検尿　※事前に学校でおこなう尿検査の結果

　　　　　　と併せて、腎機能異常を調べます。

健診当日　

　●身体測定　　●血圧測定　　●血液検査（採血）　　●問診

健診後　

　●健診の判定結果通知

　　健診の結果から得られたデータを基に、受診者全員に判定結

　　果をお渡しいたします。

　●検査結果より生活習慣改善の必要性がある場合、保健師・管

　　理栄養士から話をさせていただきます。

③内容

　この健診にかかる費用は無料です。
※ただし、本健診後に精密検査等が必要となった場合の費用は除

　きます。

④その他

①実施日程等

実施日

9月20日(金)　午後

9月30日(月)　午後

対象者

小学５年生

中学１年生

会場

清水小学校

清水中学校

　小学５年生の児童、中学１年生の生徒を対象とします。

　※なお、対象者のうち、保護者の方から同意をいただいたお子

　　様に対してのみ、健診を実施いたします。

②対象者

成人男性の風しん抗体検査・予防接種
　近年、都市部を中心に成人男性の風しん患者が急増している

ことから、下記対象の方は抗体検査と予防接種（検査結果で接種

必要と判断された人のみ）を無料で利用できます。

　対象の方には、無料クーポン券等を発送しています。

■ 風しんとは

　風しんは、風しんウイルスによって引き起

　こされる急性の風しんウイルスによってお

　こる急性の発疹性感染症で、風しんへの免

　疫がない集団において、1人の風しん患者か

　ら5～7人にうつす強い感染力を有します。

　発疹は3～5日程度で消失するため、「3日はしか」とも呼ばれて

　います。

　風しんウイルスの感染経路は、飛沫感染で、人から人へ感染が

　伝播します。

■ 症状

　主な症状として、発しんや発熱、関節炎などがみられます。

　まれな重篤な症状（2,000人から5,000人に1人）としては脳炎

　を発症することがあります。

　また、大人がかかると、発熱や発しんの期間が子どもに比べて長

　く、関節痛がひどいことが多いとされています。

■ 予防接種

　ワクチンの添加物により、接種部位が赤くなっ

　たり、腫れやじんましんがみられることがあり

　ます。

　まれな症状として、脳炎やけいれん等の症状が

　出ることがあります。

　また、当日の体調等を総合的に医師が判断して接種を控える

　場合があります。

■ 先天性風しん症候群を防ごう

　風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの女性が風し

　んウイルスに感染すると、眼や心臓、耳等に障害をもつ（先天

　性風しん症候群）子どもが出生することがあります。

　平成24年から平成26年に風しんが流行した際、先天性風しん

　症候群が45件発生したとの報告がされています。

　なお、令和元年から令和3年現在までに報告のあった先天性風し

　ん症候群の患者さんは、6名おり、今も流行を繰り返しています。

　赤ちゃんを守るためにも、まずは抗体検査を受けましょう。抗体

　検査の結果、十分な抗体がない方は、予防接種を受けましょう。

■ 受診方法等

　抗体検査については、職場の健康診断や特定健診時の他、受診

　可能医療機関で受けられます。

　また、幡多健診センター（宿毛市）や高知検診クリニック（高知

　市）などで人間ドックを受診する場合でも、受診時にクーポン

　券を提出すれば抗体検査が同時に受けられます。（医療機関等

　へは事前に電話をするようお願いします）

■ 料金　無料

■ 必要なもの

　・クーポン券　・受診票

　・本人確認ができるもの（免許証、保険証、マイナンバーカードなど）

■ 注意事項

　他市町村へ転出した場合は、土佐清水市発行のクーポン券は

　利用できませんので転出先の市町村で新しいクーポン券の交

　付を受けてください。転出後に土佐清水市のクーポン券を利

　用された場合は、検査費用がかかることがありますのでご注

　意ください。

対象者
昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性

（クーポン券と案内文書等を同封）
※抗体がある方などは予防接種の対象になりません。
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令和６年春の叙勲令和６年春の叙勲令和６年春の叙勲
　令和６年春の叙勲において、元土佐清水市議会議員の坂本

代吉さん（緑ヶ丘）が、旭日双光章を受章され、市長から勲章が伝

達されました。

　坂本さんは、昭和５３年に初当選以来、市議会議員を５期２０

年務め、その間、議長・副議長として議会の円滑な運営や議会改

革に尽力するとともに、フェリー航路維持促進特別委員会の委

員長として、市民の交通手段の維持のため、関係機関との意見交

換や要請活動に奔走するなど、市民福祉の向上、地域産業の振興

に貢献されました。

　ご受章、誠におめでとうございました。

うまれてきてくれてうまれてきてくれて
ありがとうありがとう

うまれてきてくれて
ありがとう

高知市高知市  高橋　新高橋　新さんさん
令和令和55年8月2日生まれ年8月2日生まれ

「「じいじ、ばあば、じいじ、ばあば、

清水に帰ったら遊んでね！清水に帰ったら遊んでね！」」

あらたあらた

高知市高知市  森東　詩森東　詩さんさん
令和令和66年2月10日生まれ年2月10日生まれ

「「すくすくと元気に育ってねすくすくと元気に育ってね」」

うたうた

爪白　兼松 友仁さん爪白　兼松 友仁さん・  ・    

名視路さん 孫名視路さん 孫

清水ヶ丘清水ヶ丘  田村 那斗田村 那斗さんさん
令和令和66年3月27日生まれ年3月27日生まれ

「「たくさん笑ってたくさん笑って

スクスク元気に成長してね♪スクスク元気に成長してね♪」」

な つな つ

清水ヶ丘 増田 大樹さん清水ヶ丘 増田 大樹さん・  ・    　　
睦美さん　孫睦美さん　孫

浦尻浦尻  山﨑 結菜山﨑 結菜さんさん
令和令和66年4月1日生まれ年4月1日生まれ

「「大きくなったらお姉ちゃんと大きくなったらお姉ちゃんと

たくさん遊ぼうねたくさん遊ぼうね」」

ゆいなゆいな

高知市 高橋　新さん
令和5年8月2日生まれ

「じいじ、ばあば、

清水に帰ったら遊んでね！」

あらた

小江地区の交差点改良を小江地区の交差点改良を
予定しております予定しております

小江地区の交差点改良を
予定しております

　信号機を廃止して一時停止規制へ交差点改良を予定し
ております。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いしま
す。

【問い合わせ先】　まちづくり対策課　℡ 82-1255

高知市 森東　詩さん
令和6年2月10日生まれ

「すくすくと元気に育ってね」

うた

爪白　兼松 友仁さん・   

名視路さん 孫

清水ヶ丘 田村 那斗さん
令和6年3月27日生まれ

「たくさん笑って

スクスク元気に成長してね♪」

な つ

清水ヶ丘 増田 大樹さん・   　
睦美さん　孫

加久見 山本 雅之さん・   　
あゆみさん　孫

浦尻 山﨑 結菜さん
令和6年4月1日生まれ

「大きくなったらお姉ちゃんと

たくさん遊ぼうね」

ゆいな

さかもと

よ きち


